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１　背景
（１）ゲーム業界における特許紛争の増加及び特許

出願の増加

最近のゲーム業界では特許訴訟が多くなって
いる。平成29年12月、任天堂がコロプラに対して、
スマホゲーム「白猫プロジェクト」が任天堂の特
許権を侵害するとして訴訟を提起したことも記憶

に新しいと思われる。なぜ、ゲーム業界において
特許紛争が増えているのか。

これには、いくつかの要因があると思われるが、
最も大きな要因は、ゲーム業界の各プレーヤにお
ける特許件数と売上がアンバランスであることで
あろう。近年、技術革新によって、位置情報や
ＡＲ・ＶＲを利用することができるスマホやタブ
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レット端末が普及し、こういった情報端末でプレ
イできるゲームが業界を席巻している。このスマ
ホゲーム等の台頭により、ゲームパブリッシャー
としては新参の会社が急速に売上を伸ばすことが
ありうる。ところが、これらの会社は、特許活動
が急速な売上に追いつかず、それ故、他社の驚異
となるようなカウンター特許を取得できないまま
ビジネスを継続することになる。他方で、古くか
らあるメジャーなゲームパブリッシャーは特許を
多数保有している。特許屋的にみると、こういっ
た状況下において、メジャーパブリッシャーが新
参のパブリッシャーに対し権利行使することはご
く自然なことといえよう。

とはいえ、最近では、ゲーム業界で紛争が相
次いだことから、各社においても、特許活動が盛
んになってきている。最もベーシカルな特許活動
といえば、「特許出願」であるが、近年、ゲーム
関連の特許出願件数が増加しており、「スポーツ、
ゲーム、娯楽」を名称とする特許出願件数に関し
て、2011年は8567件であったのに対し、2016年に
は17137件と約２倍に増加している。１これだけで
判断することはできないかもしれないが、各社が
特許活動に注力していることを示唆している１つ
の指標といえよう。

（２）ゲームの特許権による保護の問題点

上述したように、ゲーム各社は特許出願を主軸
として特許活動に注力しているが、ここで１つ大
きな問題が浮上してくる。それは、情報処理やシ
ステムに関する特許発明の一部が日本国外で実施
されている場合の特許権侵害の成否である。情報
通信技術の革新によって、１つの国や地域で完結
するのではなく、国境を越えて物やサービスが提
供され、複数の国にまたがってシステムが完結し
ている場合が増加している。このような状況を想
定せずにクレームを作成してしまうと、せっかく
特許を取得しても、後に述べるように、権利一体
の原則や属地主義の観点から使えないものとなっ
てしまう可能性もある。例えば、あるゲーム会社
が特許活動に注力し、あるゲームを実現するシス
テムについて特許権を取得した場合を想定してみ
る。第三者が複数の国にまたがるシステムにより
そのゲームを提供しているとき、当該特許を取得

したゲーム会社は当該第三者に対し権利行使でき
るだろうか。

具体例を挙げて説明すると、端末にゲーム画
像を表示させるが、そのゲーム画像は単なる画像
ファイルではなく、サーバでユーザの属性（例え
ば、攻撃力及び防御力）に応じた特殊な演算をし、
その結果ユーザ端末で描画された画像であるとい
う発明があったとする。この発明について、以下
のようなクレームで特許を取得したゲーム会社は、
競合する国内のゲーム会社が国外サーバを使用し
て国内のユーザの端末にゲームを提供している場
合、権利行使できるだろうか。また、国外のゲー
ム会社が国外サーバを使用して国内のユーザの端
末にゲームを提供している場合はどうだろうか。

（例１）サーバと端末からなるシステムであっ
て、前記サーバは、前記端末から受信したユー
ザの属性に応じて演算する演算部と、前記端末
に前記演算の結果を送信する送信部を有し、前
記端末は、前記サーバに対し、ユーザの属性を
送信する送信部と、前記受信した演算の結果に
応じてゲーム画像を描画する描画部と、前記
ゲーム画像を表示する表示部を有することを特
徴とするシステム

この点について、国外の事例であるが、イギ
リスにおける、ゲームシステムに関する欧州特
許を有するMenasheが当該特許権を侵害したとし
てWilliam　Hillを提訴した事案がある。William　
Hillのホストコンピューターがイギリス国外のオ
ランダ領アンティルに設置されており、イギリス
国内で特許発明が完結していなかったため、同様
の論点が問題となった。他にも、同様にこの問題
が論じられているが、ゲーム業界における紛争が
増えている状況に鑑みれば、ゲームシステムに関
する特許発明の国外での一部実施による特許権侵
害の成否は、今後も含め、大きな問題となると思
われる。２

そこで、本稿では、今後より問題になっていく
であろう「システムや情報処理に関する特許発明
が国外で一部実施されている場合の特許権侵害の
成否の問題」を今一度本稿により取り上げたい。


